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これまでの雇用保険部会における主なご意見について
文責：事務局

【雇用保険二事業の剰余の取扱い】

• 雇用安定資金は、平時に積み立てておいて、景気悪化時に取り崩して事業を行うもので、機動的な雇用対策の基盤。雇用保
険二事業の財政基盤の早期強化が必要。

• 雇用保険二事業の剰余金の全額を失業等給付の積立金に組み入れた場合、雇用安定資金の残高に不安があると受け止め。二
事業の剰余の組入は２分の１とすることが望ましい。

• 雇用安定資金への貸出は、労働者の拠出した保険料から行われており、失業等給付の保険料率に影響。まずは、借入額を早
期に返済することが必要。一方で、二事業は労働者の雇用の安定・能力開発のためにも重要であり、剰余金の２分の１を安
定資金に組み入れることも選択肢としては考えられる。

【雇用保険料率等について】

• 失業等給付の弾力倍率に余裕があることを踏まえると、失業等給付の保険料率は引き下げの方向でよい。一方で、0.5％まで
引き下げると、今後の保険料率の変動が大きくなるため、0.5％とすることは望ましくない。

• 失業等給付の保険料率は引き下げが可能と理解。弾力条項が発動できなくなると、料率を本則に戻す必要が生じるため、労
使の保険料負担を下げつつ、安定的な料率水準を維持することが重要。失業等給付・育児休業等給付の財政運営は、給付制
限期間の短縮や適用拡大の影響、男性の育児休業の取得状況を丁寧に見極めて、調整・検討していくべき。

• 失業等給付の保険料率は、足下の物価高や賃上げの必要性から引下げが望ましい。他方で、企業経営の観点から、予見可能
性を高めることも重要。剰余金の２分の１を安定資金に組み入れ、料率を0.6％とする案が妥当ではないか。

• 失業等給付の本則の保険料率は0.8％。既に0.7％に引き下げている中、更なる引下げについては、雇用危機といった非常時
に対応するために保険料を積み立てておく必要性と労使の負担のバランスを見ながら、慎重に判断することが必要。

• 育児休業給付の保険料率は、シミュレーションを踏まえ、0.4％維持で問題ないと受け止め。試算上、差引剰余がマイナスに
なる時期があるが、その際は改めてその時点の弾力倍率を踏まえて保険料率を検討すべき。

• 育児休業給付の目的は雇用の維持・安定にとどまらず、少子化対策など多様化。弾力条項の適用により0.4％の据え置きが可
能である間に、国庫負担率の引き上げを検討すべきであると引き続き申し上げたい。

• 男性育休の取得状況、今後の適用拡大の状況や育児休業給付が本来の雇用保険の趣旨を超える少子化対策としてのニーズが
強いことを鑑みると、財政基盤の在り方も含め毎年丁寧に検証を行った上で、労働者の声に十分に対応できるようにすべき。

（注）主な御意見を事務局で整理したもの。（順不同。御意見の趣旨を踏まえて文言を整理している。）
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雇用保険制度の財政運営について（案）

• 雇用保険二事業による失業等給付からの借入額については、着実に返済を進めつつ、今後の景気動向への

備えなどの観点から雇用安定資金の積立も行っていく必要。

• そのため、令和７年度決算において雇用保険二事業に差引剰余が生じた場合には、

当該剰余の２分の１を雇用安定資金に組み入れ、残余の２分の１を失業等給付の積立金に繰り入れること

としてはどうか。

雇 用 保 険 二 事 業 の 剰 余 の 取 扱 い

【失業等給付の雇用保険料率】

• 令和６年度決算を踏まえた弾力倍率は２を超えており、令和８年度の失業等給付の保険料率は、本則の

0.8％から0.4%まで引き下げが可能な状態となっている。

• 保険料率の設定に当たっては、足下の受給者実人員の増加等も踏まえつつ、安定的な財政運営と保険料負

担軽減の両立を図ることが重要であり、こうした点から、令和８年度以降の財政運営試算の結果を踏まえ、

令和８年度の失業等給付の保険料率は、0.6％（本則（0.8％）から0.2％、令和７年度（0.7％）から

0.1％の引き下げ）としてはどうか。

【育児休業給付の雇用保険料率】

• 令和６年度決算を踏まえた弾力倍率は1.2を超えており、令和８年度の保険料率は、本則（0.5%）の規定

にかかわらず、現在の0.4％とすることが可能となっている。

• 令和８年度以降の財政運営試算の結果を踏まえ、令和８年度の育児休業給付の保険料率は、現行の0.4％

に据え置くこととしてはどうか。

令 和 ８ 年 度 の 雇 用 保 険 料 率
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（参考）令和８年度の雇用保険料率（案）

令和８年度（案）令和７年度

1.35％1.45％雇用保険料率（全体）

（内訳）

0.6 %0.7 %失業等給付費等充当徴収保険率

0.4 %0.4 %育児休業給付費充当徴収保険率

0.35%0.35%二事業費充当徴収保険率

（注１）失業等給付費等充当徴収保険率及び育児休業給付費充当徴収保険率は、労使折半で負担。二事業費充当徴収保険率は、事業主の
みが負担。

（注２）失業等給付費等充当徴収保険率は、法律上、0.8％と定められているが、弾力倍率が、基準を超える場合は0.4％まで引き下げる
ことが、基準を下回る場合は1.2％まで引き上げることが、可能となっている。令和６年度決算を踏まえた弾力倍率が基準を超え
たこと等を踏まえ、本則（0.8％）から0.2％引き下げ、0.6％ とする（令和７年度（0.7％）から0.1％の引き下げ） 。

（注３）育児休業給付費充当徴収保険率は、雇用保険法等の一部を改正する法律（令和６年法律第26号）により、令和７年度から保険料
率を現在の0.4％から0.5％に引き上げる一方、実際の保険料率は弾力倍率が基準を上回る場合は0.4％に引き下げることが可能
な仕組みが導入された。令和６年度決算を踏まえた弾力倍率が基準を超えたこと等を踏まえ、0.4%に引き下げ、現在と同じ保
険料率とする。

（注４）二事業費充当徴収保険率は、法律上、0.35％と定められているが、弾力倍率が、基準を超える場合は0.05％引き下げることと
なっており、更に必要がある場合には0.25％とすることが可能となっている。令和６年度決算を踏まえた弾力倍率は基準を超え
なかったため、0.35%となる。 3



（参考資料）

①財政運営（失業等給付・雇用保険二事業）について

②財政運営（育児休業給付）について



雇用保険制度の財政構造

雇用保険では、失業等給付・雇用保険二事業・育児休業等給付を実施。失業等給付・雇用保険二事業を労働保険特別
会計の雇用勘定で、育児休業等給付を子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定で経理。
保険料負担は、失業等給付・育児休業給付が労働者・事業主折半、雇用保険二事業が事業主のみ。
出生後休業支援給付・育児時短就業給付は、子ども・子育て支援納付金が財源。

労働保険特別会計
雇用勘定

積立金 雇用安定資金 育児休業給付資金

失業等給付 雇用保険二事業 出生後休業支援給付
育児時短就業給付

子ども・子育て支援納付金
（※３）

保険料収入（※１）

失業等給付
労働者・事業主からの保険料
料率 7/1,000（※２）

雇用保険二事業
事業主からの保険料

料率 3.5/1,000（※２）

育児休業給付
労働者・事業主からの保険料
料率 ４/1,000 （※２）

育児休業給付

国庫負担
（一般会計）

国庫負担
（一般会計）

※１ 労働保険料として、労災保険料と併せて労働保険特別会計徴収勘定に納入され、同特別会計雇用勘定に繰り入れられる。
※２ 令和７年度の保険料率。毎年度の財政状況に応じて弾力的に変更できる仕組みとなっている。
※３ 令和７年度は、子ども・子育て支援納付金の収納開始（令和８年度～）前のため、つなぎとして発行される子ども・子育て支援特例公債を活用。
※４ 育児休業等給付勘定の中において、雇用保険料は育児休業給付のみに、子ども・子育て支援納付金は出生後休業支援給付及び育児時短就業給付のみに、充

てられる。

子ども・子育て支援特別会計
育児休業等給付勘定(※４)

子ども・子育て支援特別会計
子ども・子育て支援勘定
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失業等給付に係る雇用保険料率、国庫負担率、受給者実人員及び積立金の推移
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※1 平成14年度は10月から弾力条項により0.2％引上げ。
※2 令和2年度から育児休業給付費にかかる雇用保険料率（0.4％）を切り離している。
※3 国庫負担率は、基本手当分について掲記している。
※4 令和4年度の保険料率は、4～9月＝0.2％、10～3月＝0.6％であり、平均して0.4％としている。
※5 令和4年度以降の国庫負担割合は、雇用情勢及び雇用保険の財政状況に応じて1/4又は1/40（別途一般会計からの繰入も可能）であり、令和７年度は1/40。
※6 積立金残高は、令和6年度までは決算額。令和7年度に雇用保険二事業で生じる剰余金の扱いは、令和8年度の予算編成過程において決定するため、「積立金残
高」欄は「－」としている。

過去最高
64,260億円

〈令和３年度補正予算
による繰入れ〉

1.7兆円

（法改正による繰入れ）

3,500億円

25％（1/4）

20％（1/4×0.8）

2.5％
（1/4×0.1）

13.75％
（1/4×0.55）

14％（1/4×0.56）

〈令和４年度第２次補正
予算による繰入れ〉

0.7兆円

積立金残高（億円）

国庫負担率
（基本手当）

受給者実人員（万人）

雇用保険料率

積立金（億円）
（基本手当の国庫負担率（％））

実人員（万人）
（保険料率（％））

（25％）

（13.75％）

（2.5％）

（20％）

（2.0％）

（1.0％）

（0.5％）

0.2%/0.6% ※4

※6

0.8%
1.2%

1.4% ※1 1.6%

1.2%

0.8%

1.2%
1.0%

0.8%

0.6%
0.2% ※2

0.8% 0.7%
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雇用安定資金残高及び雇用保険二事業に係る雇用保険料率の推移
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（注1） H22年度に失業等給付の積立金から借入れ（370億円）、H24年度決算処理において積立金へ返還。
（注2） 令和2～4年度の安定資金残高には、失業等給付の積立金から借入れ額（R2年度：1兆3,951億円、R3年度： 1兆4,447億円、R4年度：590億円）を織り込んでいる。
（注3） 令和6年度までは決算額。令和7年度に生じる剰余金の扱いは、令和8年度の予算編成過程において決定するため、「安定資金残高」欄は「－」としている。

（億円）
安定資金残高（左軸）

জ
␗
ঐ
থ
३
⑄
⑁
ॡ

0.35% 0.35%
0.3%

雇用保険料（事業主負担）
（右軸）

0.3%

（％）

0.35%

失業等給付の積立金から借入

Ｒ２～４累計 2.9兆円（注３）

（年度）
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労働保険特別会計雇用勘定における失業等給付関係の収支状況

（単位：億円）

８年度７年度６年度５年度４年度３年度令和２年度
要求収支イメージ

1.59兆円1.58兆円16,95416,16715,45321,6004,087収 入

1.55兆円1.52兆円16,68615,8857,8013,908 3,809うち 保険料収入

0.02兆円0.02兆円1831857,44417,550 230うち 失業等給付に
係る国庫負担金

1.55兆円1.56兆円13,69213,45012,91314,520 15,180支 出

1.31兆円1.34兆円12,16511,93111,55213,09313,826うち 失業等給付費

0.04兆円0.03兆円3,2612,7172,5407,080▲ 11,094 差 引 剰 余

000０▲590
(8,186）

▲14,447
（22,373）

▲13,951
（30,094）

雇用安定事業費へ貸し出し
※雇用調整助成金等に充当

（実際の支給額）

－－1,4423,212０００雇用安定事業費からの
返 還

－－25,04220,33914,41012,46019,826積 立 金 残 高

(－)(－)(14,039)（25,776）(28,988）（28,398）（13,951）（雇用安定事業費へ貸出計）

（注）１．上記表のうち令和２年度～６年度は決算額（翌年度繰越額含む）。令和７年度は前年度の決算及び令和７年度当初予算を踏まえた見込額。
２．令和２年度から育児休業給付にかかる収支を区分している。

３．各年度の積立金残高には、当該年度の決算の結果、翌年度において積立金として積み立てるべき金額が含まれている。
４．令和７年度予算編成の大臣折衝において取り決められた免除額１兆円を、令和６年度の「雇用安定事業費へ貸出累計」から控除している。
５．令和７年度及び令和８年度に雇用保険二事業で生じる剰余金の扱いは、各々の予算編成過程において決定するため、「雇用安定事業費からの返還」「積立金残高」欄は「－」としている。
６．数値は、それぞれ四捨五入している。
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労働保険特別会計雇用勘定における雇用保険二事業関係の収支状況

（単位：億円）

８年度
要求

７年度
収支イメージ

６年度５年度４年度３年度令和２年度

0.81兆円0.82兆円7,8158,55814,18732,66426,900収 入

0.77兆円0.76兆円7,3266,9756,8305,8565,709うち 保険料収入

00001,3775,2276,956うち 一般会計より受入

000059014,44713,951うち 積立金より受入
（借り入れ）

0.64兆円0.64兆円4,9315,34614,18732,66442,310支 出

145億円130億円
165557

8,845
（うち翌年度繰越

659）

27,333
（うち翌年度繰越

4,960）

36,782
（うち翌年度繰越

6,687）
うち雇用調整助成金等

1655318,35626,61336,374（雇用調整助成金）

0.62兆円0.63兆円4,7664,7895,3425,3305,528うち 上記以外

0.18兆円0.17兆円2,8843,212００▲15,410 差 引 剰 余

－－1,4423,2120００積 立 金 へ 返 還

－－1,442０００0安 定 資 金 残 高

(－)(－)(14,039)（25,776）（28,988）（28,398）（13,951）（積立金からの借り入れ累計額）

（注）１．上記表のうち令和２年度～６年度は決算額（翌年度繰越額含む）。令和７年度は前年度の決算及び令和７年度当初予算を踏まえた見込額。
２．令和２年度、令和３年度及び令和４年度の雇用調整助成金等の支出額において、令和２年度から令和３年度に繰り越して支出する額6,687億円、

令和３年度から令和４年度に繰り越して支出する4,960億円、令和４年度から令和５年度に繰り越して支出する額659億円がそれぞれに含まれている。

３．令和６年度の数値には、令和２年度から令和４年度に雇用調整助成金等の費用の一部として一般会計から繰入れられた残余の返還額は含まれていない。
４．令和７年度予算編成の大臣折衝において取り決められた免除額１兆円を、令和６年度の「積立金からの借り入れ累計額」から控除している。
５．令和７年度及び令和８年度に生じる剰余金の扱いは、各々の予算編成過程において決定するため、「積立金へ返還」「安定資金残高」「積立金からの借り入れ累計額」欄は「－」としている。
６．数値は、それぞれ四捨五入している。 9



大臣折衝事項（令和６年12月25日）（抄）

８．その他

（４）労働

雇用保険二事業による失業等給付の積立金からの借入額（2.9兆円）については、１兆円の控除を行い、残りの1.9兆円について

は、毎年度の雇用保険二事業の剰余金により返済を行うこととする。

当該控除については、特別会計法附則第20条の３第８項の規定に基づき、雇用勘定の財政状況及び雇用保険二事業の実施の状況

を勘案するとともに、新型コロナウイルス感染症が蔓延する中、令和２年度から講じられた雇用調整助成金の特例措置が、

・ 国による全国的な休業要請などの未曽有の危機時における政策判断として、失業等給付の積立金の活用（雇用保険二事業への繰

入れ）を含む前例のない雇用維持策であって、同特例措置が相当程度の失業を予防し、もって求職者給付等の代替機能を一定程度

果たしたとみられること、

・ こうした特例措置による対応が令和３年度以降にまで長期間にわたって延長されることにより積立金から雇用保険二事業への繰

入れも継続された結果、同年度以降において雇用保険臨時特例法に基づく一般会計からの任意繰入が発動され、当該任意繰入の果

たした役割を踏まえた負担の調整が行われる必要があること、

・ さらには、雇用保険二事業に組み入れられた失業等給付の積立金のうち労働者が拠出した保険料に相当する部分については、最

優先で保全されるべきであるとの意見を踏まえる必要があること

などを総合的に勘案し特例的な対応として行うものである。

また、毎年度の雇用保険二事業の剰余金の取扱いについては、

・ 今後の景気後退等における雇用調整助成金の支給等の急増に備えるため、

・ また、近年取り組んできた人への投資や就業調整への対応を含む労働力確保等に引き続き取り組むとともに、賃上げに向けた生

産性向上対策等の事業者全体が抱える課題について、雇用保険二事業の対応力を高めつつ、政策的要請に機動的に対応していくた

め、

毎年度の予算編成過程において、失業等給付の安定的な運営に留意しつつ、検討を行うこととする。

こうした観点から、令和６年度決算において雇用保険二事業に差引剰余が生じた場合には、特別会計法附則第20条の３第６項た

だし書きの規定に基づき、当該剰余の２分の１を雇用安定資金に組み入れることとし、残余の２分の１を失業等給付の積立金に繰り

入れることとする。

10



雇用保険料率の弾力条項について（失業等給付）

〇 失業等給付に係る雇用保険料率は、原則8/1000（労使折半）

〇 財政状況に照らして一定の要件を満たす場合には、雇用保険料率を大臣が変更可能。（弾力条項）

５ 厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法第六十六条第一項、第二項及び第四項の規定による国庫の負担額(同条第一項第四号

の規定による国庫の負担額を除く。)、同条第五項の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)並びに同

法第六十七条の規定による国庫の負担額の合計額と同法の規定による失業等給付の額並びに同法第六十四条の規定による助成及び職業訓練受講給付金の支給の

額との合計額(以下この項において「失業等給付額等」という。)との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金(第七項において

「積立金」という。)に加減した額から同法第十条第五項に規定する教育訓練給付の額(以下この項において「教育訓練給付額」という。)及び同条第六項に規

定する雇用継続給付の額(以下この項において「雇用継続給付額」という。)を減じた額が、当該会計年度における失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用

継続給付額を減じた額の二倍に相当する額を超え、又は当該失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額に相当する額を下るに至つた場

合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、失業等給付費等充当徴収保険率を千分の四から千分の十二

まで(前項第一号に規定する事業については、千分の六から千分の十四まで)の範囲内において変更することができる。

参 考 （ 労 働 保 険 の 保 険 料 の 徴 収 等 に 関 す る 法 律 第 1 2 条 第 ５ 項 （ ※ ） ）

２ ＜ 保険料率
引下げ可能

（→ ｰ４/1000まで）

※ 令和６年度決算額による計算 ＝ ２．６９

１ ＞ 保険料率
引上げ可能

（→ +４/1000まで）

（（保険料収入＋国庫負担額）－失業等給付費等） ＋ 当該年度末積立金 － （景気変動によって影響を受けない給付の1年分）

（（保険料収入＋国庫負担額）－失業等給付費等） ＋ 当該年度末積立金 － （景気変動によって影響を受けない給付の1年分）

失業等給付費等 － （景気変動によって影響を受けない給付の1年分）

失業等給付費等 － （景気変動によって影響を受けない給付の1年分）

注1：国庫負担額及び失業等給付費等には求職者支援事業に係るものを含む。
注2：令和４年度の雇用保険法等改正法により特別会計に関する法律が改正され、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定による雇用保険率の変更

に係る算定において、雇用保険二事業に繰り入れた金額等を返済されたものとして算定することとする規定を削除し、実勢に即した積立金及び雇用安
定資金の残高に応じて計算することとした（令和４年度から適用）。

（※）雇用保険法等の一部を改正する法律（令和６年法律第26号）による改正後の規定。 11



雇用保険料率の弾力条項について（雇用保険二事業）

〇 雇用保険二事業に係る雇用保険料率は、原則3.5/1000（事業主負担）

〇 財政状況に照らして一定の要件を満たす場合には、雇用保険料率を大臣が変更。（弾力条項）

10 厚生労働大臣は、毎会計年度において、二事業費充当徴収保険料額と雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業(同法第六十三条に規定するも

のに限る。)に要する費用に充てられた額(予算の定めるところにより、労働保険特別会計の雇用勘定に置かれる雇用安定資金に繰り入れられた額を含む。)と

の差額を当該会計年度末における当該雇用安定資金に加減した額が、当該会計年度における一般保険料徴収額に千分の三・五の率(第四項第一号ハに掲げる事

業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額の一・五倍に相当する額を超えるに至つた場合には、二事業費充当徴収保険率

を一年間千分の三・五の率(同号ハに掲げる事業については、千分の四・五の率)から千分の〇・五の率を控除した率に変更するものとする。

11 前項の場合において、厚生労働大臣は、雇用安定資金の状況に鑑み、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、

二事業費充当徴収保険率を同項の規定により変更された率から千分の〇・五の率を控除した率に変更することができる。

参 考 （ 労 働 保 険 の 保 険 料 の 徴 収 等 に 関 す る 法 律 第 1 2 条 第 1 0 項 及 び 第 1 1 項 （ ※ ） ）

注：令和４年度の雇用保険法等改正法により特別会計に関する法律が改正され、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定による雇用保険率の変更に
係る算定において、雇用保険二事業に繰り入れた金額等を返済されたものとして算定することとする規定を削除し、実勢に即した積立金及び雇用安定資
金の残高に応じて計算することとした（令和４年度から適用）。

（※）雇用保険法等の一部を改正する法律（令和６年法律第26号）による改正後の規定。

（保険料収入－二事業に要する費用） ＋ 当該年度末雇用安定資金

二事業に係る保険料収入
1.5 ＜

（→ ｰ0.5/1000まで）

保険料率
引下げ

※ 令和６年度決算額による計算 ＝ ０．５４
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失業等給付の今後（令和８～13年度）の収支見込みについて

１．雇用情勢の前提

• 令和８年度以降の基本手当の受給者実人員は、直近１年間の平均値（44.4万人）をベースと

する（次頁以降の「試算①」）。

• なお、令和６年法改正に伴う給付制限緩和の影響を踏まえた見込み値（47.2万人）を用いた

試算も行う（次頁以降の「試算②」）。

２．その他試算に当たっての前提

（収入）

• 雇用保険料収入については、令和７年度予算をベースとする。

• 令和６年法改正の影響を加味している。

（支出）

• 失業等給付について、令和８年度以降は令和６年度決算をベースとしつつ令和６年法改正の影

響を加味している。

※令和10年10月施行の雇用保険の適用拡大により新たに被保険者となる者は、同年度中は基

本手当の受給要件を満たさないため、これによる支出増は令和11年度以降に反映。

• 雇用保険二事業について、令和７年度以降は令和６年度決算をベースに「人への投資」「こど

も未来戦略」の方針などを加味している。

試 算 の 前 提

13



失業等給付及び二事業の財政運営試算（１）

雇用保険二事業の剰余金の１／２を積立金に組入れ 保険料率0.7％を維持

R13年度R12年度R11年度R10年度R9年度R8年度R7年度R6年度

0.840.840.840.830.810.810.810.78収入

0.530.530.530.570.590.640.640.49支出

0.310.310.310.250.220.170.170.29差引剰余

1.020.870.710.550.430.320.230.14安定資金残高

0.530.680.840.991.121.231.321.40
積立金からの

借入残高

1.71倍1.51倍1.31倍1.07倍0.88倍0.69倍0.57倍0.54倍弾力倍率

0.35％保険料率

(単位：兆円)【二事業】

【失業等給付】

注）Ｒ６年度は決算額、Ｒ７年度は予算額、Ｒ８年度以降は推計額。推計の前提はｐ１を参照。

1.641.641.641.611.581.581.581.70収入

試
算
①

1.431.431.411.401.411.421.511.37支出

0.210.210.230.210.170.170.080.33差引剰余

0.160.160.160.130.110.090.090.14
二事業からの

組入

4.654.293.933.543.212.922.672.50積立金残高

4.40倍4.06倍3.82倍3.48倍3.12倍2.84倍2.37倍2.69倍弾力倍率

0.7％0.8％保険料率

0.160.160.180.170.130.120.080.33差引剰余試
算
② 3.94倍3.65倍3.46倍3.17倍2.87倍2.64倍2.37倍2.69倍弾力倍率
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失業等給付及び二事業の財政運営試算（２）

雇用保険二事業の剰余金の１／２を積立金に組入れ 保険料率0.6％に引き下げ

R13年度R12年度R11年度R10年度R9年度R8年度R7年度R6年度

0.840.840.840.830.810.810.810.78収入

0.530.530.530.570.590.640.640.49支出

0.310.310.310.250.220.170.170.29差引剰余

1.020.870.710.550.430.320.230.14安定資金残高

0.530.680.840.991.121.231.321.40
積立金からの

借入残高

1.71倍1.51倍1.31倍1.07倍0.88倍0.69倍0.57倍0.54倍弾力倍率

0.35％保険料率

(単位：兆円)【二事業】

【失業等給付】

注）Ｒ６年度は決算額、Ｒ７年度は予算額、Ｒ８年度以降は推計額。推計の前提はｐ１を参照。

1.411.411.411.391.361.361.581.70収入

試
算
①

1.431.431.411.401.411.421.511.37支出

▲0.02▲0.02▲0.00▲0.01▲0.05▲0.060.080.33差引剰余

0.160.160.160.130.110.090.090.14
二事業からの

組入

3.293.163.032.872.762.702.672.50積立金残高

2.95倍2.82倍2.77倍2.64倍2.50倍2.42倍2.37倍2.69倍弾力倍率

0.6％0.7％0.8％保険料率

▲0.07▲0.07▲0.05▲0.06▲0.09▲0.100.080.33差引剰余試
算
② 2.55倍2.47倍2.45倍2.37倍2.27倍2.24倍2.37倍2.69倍弾力倍率
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失業等給付及び二事業の財政運営試算（３）

雇用保険二事業の剰余金の１／２を積立金に組入れ 保険料率0.5％に引き下げ

R13年度R12年度R11年度R10年度R9年度R8年度R7年度R6年度

0.840.840.840.830.810.810.810.78収入

0.530.530.530.570.590.640.640.49支出

0.310.310.310.250.220.170.170.29差引剰余

1.020.870.710.550.430.320.230.14安定資金残高

0.530.680.840.991.121.231.321.40
積立金からの

借入残高

1.71倍1.51倍1.31倍1.07倍0.88倍0.69倍0.57倍0.54倍弾力倍率

0.35％保険料率

(単位：兆円)【二事業】

【失業等給付】

注）Ｒ６年度は決算額、Ｒ７年度は予算額、Ｒ８年度以降は推計額。推計の前提はｐ１を参照。

1.181.871.871.161.141.141.581.70収入

試
算
①

1.431.431.411.401.411.421.511.37支出

▲0.250.440.46▲0.24▲0.27▲0.280.080.33差引剰余

0.160.160.160.130.110.090.090.14
二事業からの

組入

3.323.412.822.202.322.482.672.50積立金残高

2.76倍3.47倍3.01倍1.80倍1.88倍2.01倍2.37倍2.69倍弾力倍率

0.5％0.8％0.8％0.5％0.7％0.8％保険料率

▲0.30▲0.300.410.39▲0.31▲0.320.080.33差引剰余試
算
② 2.35倍2.47倍3.28倍2.78倍1.67倍1.84倍2.37倍2.69倍弾力倍率
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失業等給付及び二事業の財政運営試算（４）

雇用保険二事業の剰余金を全額積立金に組入れ 保険料率0.7％を維持

R13年度R12年度R11年度R10年度R9年度R8年度R7年度R6年度

0.840.840.840.830.810.810.810.78収入

0.530.530.530.570.590.640.640.49支出

0.310.310.310.250.220.170.170.29差引剰余

0.500.180.140.140.140.140.140.14安定資金残高

0.000.000.270.580.841.051.231.40
積立金からの

借入残高

1.04倍0.65倍0.60倍0.54倍0.51倍0.46倍0.46倍0.54倍弾力倍率

0.35％保険料率

(単位：兆円)【二事業】

【失業等給付】

注）Ｒ６年度は決算額、Ｒ７年度は予算額、Ｒ８年度以降は推計額。推計の前提はｐ１を参照。

1.641.641.641.611.581.581.581.70収入

試
算
①

1.431.431.411.401.411.421.511.37支出

0.210.210.230.210.170.170.080.33差引剰余

0.000.270.310.250.220.170.170.14
二事業からの

組入

5.184.974.493.953.493.102.762.50積立金残高

4.88倍4.68倍4.35倍3.87倍3.39倍3.00倍2.45倍2.69倍弾力倍率

0.7％0.8％保険料率

0.160.160.180.170.130.120.080.33差引剰余試
算
② 4.40倍4.25倍3.96倍3.54倍3.12倍2.80倍2.45倍2.69倍弾力倍率
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失業等給付及び二事業の財政運営試算（５）

雇用保険二事業の剰余金を全額積立金に組入れ 保険料率0.6％に引き下げ

R13年度R12年度R11年度R10年度R9年度R8年度R7年度R6年度

0.840.840.840.830.810.810.810.78収入

0.530.530.530.570.590.640.640.49支出

0.310.310.310.250.220.170.170.29差引剰余

0.500.180.140.140.140.140.140.14安定資金残高

0.000.000.270.580.841.051.231.40
積立金からの

借入残高

1.04倍0.65倍0.60倍0.54倍0.51倍0.46倍0.46倍0.54倍弾力倍率

0.35％保険料率

(単位：兆円)【二事業】

【失業等給付】

注）Ｒ６年度は決算額、Ｒ７年度は予算額、Ｒ８年度以降は推計額。推計の前提はｐ１を参照。

1.411.411.411.391.361.361.581.70収入

試
算
①

1.431.431.411.401.411.421.511.37支出

▲0.02▲0.02▲0.00▲0.01▲0.05▲0.060.080.33差引剰余

0.000.270.310.250.220.170.170.14
二事業からの

組入

3.823.843.593.283.052.872.762.50積立金残高

3.43倍3.44倍3.30倍3.03倍2.77倍2.59倍2.45倍2.69倍弾力倍率

0.6％0.7％0.8％保険料率

▲0.07▲0.07▲0.05▲0.06▲0.09▲0.100.080.33差引剰余試
算
② 3.01倍3.06倍2.96倍2.73倍2.53倍2.40倍2.45倍2.69倍弾力倍率
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失業等給付及び二事業の財政運営試算（６）

雇用保険二事業の剰余金を全額積立金に組入れ 保険料率0.5％に引き下げ

R13年度R12年度R11年度R10年度R9年度R8年度R7年度R6年度

0.840.840.840.830.810.810.810.78収入

0.530.530.530.570.590.640.640.49支出

0.310.310.310.250.220.170.170.29差引剰余

0.500.180.140.140.140.140.140.14安定資金残高

0.000.000.270.580.841.051.231.40
積立金からの

借入残高

1.04倍0.65倍0.60倍0.54倍0.51倍0.46倍0.46倍0.54倍弾力倍率

0.35％保険料率

(単位：兆円)【二事業】

【失業等給付】

注）Ｒ６年度は決算額、Ｒ７年度は予算額、Ｒ８年度以降は推計額。推計の前提はｐ１を参照。

1.181.181.181.161.141.141.581.70収入

試
算
①

1.431.431.411.401.411.421.511.37支出

▲0.25▲0.25▲0.23▲0.24▲0.27▲0.280.080.33差引剰余

0.000.270.310.250.220.170.170.14
二事業からの

組入

2.462.712.702.612.602.652.762.50積立金残高

1.98倍2.20倍2.25倍2.19倍2.14倍2.17倍2.45倍2.69倍弾力倍率

0.5％0.7％0.8％保険料率

▲0.30▲0.300.410.39▲0.31▲0.320.080.33差引剰余試
算
② 2.81倍3.07倍3.78倍3.15倍1.93倍1.999倍2.45倍2.69倍弾力倍率
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（参考資料）

①財政運営（失業等給付・雇用保険二事業）について

②財政運営（育児休業給付）について



育児休業給付に係る
雇用保険料率、国庫負担割合、支給額及び育児休業給付資金残高の推移

（注１） 令和２年度から令和６年度までは、決算値である。
（注２） 令和７年度は、前年度の決算及び令和７年度当初予算を踏まえた見込額である。令和８年度は概算要求額である。
（注３） 育児休業給付の収支は、令和２年度以降、失業等給付と区分している（令和２年の雇用保険法改正）。
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子ども・子育て支援特別会計育児休業等給付勘定の収支状況

（単位：億円）

８年度
要求

７年度
収支イメージ

６年度５年度４年度３年度令和２年度

1.07兆円1.07兆円9,3668,0457,8987,9047,709収 入

0.88兆円0.86兆円8,3427,9417,7997,8127,615うち 保 険 料 収 入

0.11兆円0.11兆円1,01393887981うち 育児休業給付に係る
国庫負担金

0.08兆円0.08兆円－－－－－うち 子ども・子育て支援
勘定からの繰入金

0.99兆円0.98兆円8,1137,6437,1176,6566,648支 出

0.89兆円0.89兆円7,9447,4946,9486,4526,437うち 育児休業給付

0.03兆円0.02兆円－－－－－うち 出生後休業支援給付

0.05兆円0.05兆円－－－－－うち 育児時短就業給付

0.08兆円0.09兆円1,2524027801,2491,061 差 引 剰 余

0.65兆円0.56兆円4,7443,4923,0902,3101,061 育 児 休 業 給 付 資 金 残 高

（注） １．上記表のうち令和２年度～６年度は決算額。令和７年度は前年度の決算及び令和７年度当初予算を踏まえた見込額。
２．令和６年度までは、労働保険特別会計雇用勘定における育児休業給付関係の数値。
３．「子ども・子育て支援勘定からの繰入金」は、子ども・子育て支援納付金及び子ども・子育て支援特例公債の発行収入金。
４．数値は、それぞれ四捨五入している。
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雇用保険料率の弾力条項について（育児休業給付）

〇 育児休業給付については、令和7年度から本則料率5/1000（労使折半）。

〇 実際の料率は保険財政の状況に応じて弾力的に4/1000に調整する仕組みを導入（弾力条項）。

1.2 ＜

※ 令和６年度決算額による計算 ＝ １．７０

当該年度末積立金 ＋ （翌年度の保険料収入（見立て）＋翌年度の国庫負担額（見立て）－翌年度の育児休業給付費（見立て））
＋ （翌々年度の保険料収入（見立て）＋翌々年度の国庫負担額（見立て））

翌々年度の育児休業給付費
（＝当該年度の育児休業給付費＋（翌年度における給付費の伸び（見立て））

＋ （翌々年度における給付費の伸び（見立て）） ）

保険料率を
4/1000とする

ことが可能

参 考 （ 労 働 保 険 の 保 険 料 の 徴 収 等 に 関 す る 法 律 第 1 2 条 第 ８ 項 （ ※ ） ）

８ 厚生労働大臣は、毎会計年度において、第一号に掲げる額が、第二号に掲げる額の一・二倍に相当する額を超えるに至つた場合において、必要があると認め

るときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、育児休業給付費充当徴収保険率を千分の四とすることができる。

一 イに掲げる額をロに掲げる額に加減した額

イ 当該会計年度における育児休業給付費充当徴収保険料額に基づき算定した当該会計年度の翌年度における育児休業給付費充当徴収保険料額の見込額並

びに当該会計年度における雇用保険法の規定による育児休業給付の額（以下この号において「育児休業給付額」という。）及びその額を当該会計年度の

前年度の育児休業給付額で除して得た率（ロにおいて「育児休業給付額変化率」という。）に基づき算定した当該会計年度の翌年度における育児休業給

付額の予想額（イにおいて「翌年度育児休業給付額予想額」という。）に係る同法第六十六条第一項第四号の規定による国庫の負担額の見込額の合計額

と翌年度育児休業給付額予想額との差額を当該会計年度末における子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に置かれる育児休業給付資金に加

減した額

ロ 当該会計年度における育児休業給付費充当徴収保険料額に基づき算定した当該会計年度の翌々年度における育児休業給付費充当徴収保険料額の見込額

並びに当該会計年度における育児休業給付額及び育児休業給付額変化率に基づき算定した当該会計年度の翌々年度における育児休業給付額の予想額（次

号において「翌々年度育児休業給付額予想額」という。）に係る雇用保険法第六十六条第一項第四号の規定による国庫の負担額の見込額の合計額

二 翌々年度育児休業給付額予想額

（※）雇用保険法等の一部を改正する法律（令和６年法律第26号）及び子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第47号）による
改正後の規定。 23



雇用保険部会報告（抄）

雇用保険部会報告（令和６年１月10日）

７ 財政運営について
（２）育児休業給付について
② 保険料

○ 男性育休の大幅な取得増等に伴う育児休業給付の今後の見通しを踏まえ、育児休業給付に係る保険料率については、
当面は現行の４／1,000 に据え置きつつ、 今後の財政悪化に備えて、本則料率を令和７年度から５／1,000 に引き上
げるとともに、実際の料率は、財政状況に応じて、以下のように弾力的に調整できる仕組みを導入すべきである。そ
の際には、この仕組みの内容を含む今回の財政措置の理解が進むよう、周知を行うべきである。

・「Ｎ＋２年度の収入」と「Ｎ＋１年度末の積立金」の合計額（見立て）が、「Ｎ＋２年度の支出」（見立て）の 1.2
倍を超える場合、労働政策審議会の意見を聴いた上で、育児休業給付の保険料率を４／1,000 とすることを可能とす
る。 また、この仕組みの下で、本部会において、実際の保険料率を弾力的に調整できるかを毎年度丁寧に確認すべき
である。

○ なお、本部会で上記の確認を行う際には、併せて、保険料が事業主や労働者に影響を与えるものであることも十分
に認識しつつ、財政状況のみならず、人口や出生数、育児休業の取得率や期間、育児休業給付の支給実績等の育児休
業給付の現状や見通しに基づいた丁寧な議論を行うべきである。

８ その他
○ 上記のとおり、今般の雇用保険制度の見直し事項は多岐にわたるものとなっている。これらの措置の円滑な施行に
向け国民各層へのきめ細かい周知・広報等を行うことはもちろん、施行後においては、データ収集や分析を進め、賃
金の上昇や男性の育児休業取得の促進等、それぞれの見直しや給付の創設の趣旨に沿った効果が発揮できているかを
適時に検証し、必要な措置を講ずるべきである。また、育児休業給付に係る財政基盤強化策を講じた上で、今後、将
来において、育児休業給付の財政状況が安定的に推移することとなった場合においては、育児休業給付の財政状況、
一般会計の財政状況等を踏まえ、今般の財政基盤強化策について、必要な見直しを行うこととすべきである
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育児休業給付の今後（令和８～1 3 年度）の収支見込みについて

（収入）

• 雇用保険料収入については、令和７年度予算をベースとする（弾力倍率が「1.2」を超えた場

合、機械的に雇用保険料率を0.4％としている）。

• 適用拡大（令和10年10月施行を予定）に伴う収入・支出の影響額についても加味して試算。

（支出）

• 令和７年度以降については、令和７年度予算をベースに、「こども未来戦略」における男性

育休の取得促進目標（男性育休取得率を令和12年に85％とする）などを加味して試算。

• 適用拡大（令和10年10月施行を予定）に伴う収入・支出の影響額についても加味して試算。

試 算 の 前 提
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（単位：億円）

R13年度R12年度R11年度R10年度R9年度R8年度R7年度R6年度
【収支見込】

（推計）（推計）（推計）（推計）（推計）（推計）（予算）（決算）

10,29810,28810,2239,9989,7829,7339,7139,366収入

11,11011,03110,51610,0079,5819,1869,0268,113支出

▲ 812▲ 743▲ 293▲ 102005476871,252差引剰余

4,3215,1335,8766,1696,1795,9785,4314,744資金残高

0.4%0.4%0.4%0.4%0.4%0.4%0.4%0.4%保険料率

1/8国庫負担

1.141.341.311.451.561.741.391.70弾力倍率

育児休業給付の財政運営試算

※１ 支出については、令和７年度予算をベースに、「こども未来戦略」において男性育休の取得促進などが掲げられたことなどを加味して試算。

※２ 弾力倍率が「1.2」を超えた場合、本資料では、機械的に、雇用保険料率を0.4％としている。

※３ 適用拡大（令和10年10月施行予定）に伴う収入・支出の影響額についても加味して試算。 26


